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【事件の背景】 

• Epic社（米）は健康管理ソフトウェアを保有。 EpicのクライアントKaiser Permanente社は、 Epicのソフトウェアの試験、アップデート、相談業務などをEpicのライバル

Tata Consultacy Service社（印、以下TCS）に委託。 2012年～2014年、 TCSは、Epicの営業秘密を含む数千もの関連資料を無許可でダウンロード。米国市場への

参入およびEpicのクライアント争奪などを目的として、TCSはダウンロードした資料に基づいてソフトウェア比較・分析表を作成。

• 2014年、 TCSの社員Philip Guionnet氏が、 TCS、Epic、Kaiserの社員に対して、TCSのソフトウェアはEpicの営業秘密の一部を利用して改良されているとの懸念を

伝える。Epic及びKaiserは即座に調査を開始、EpicはTCSを提訴。関連性の高い証拠がディスカバリー手続きにおいて発見される。

• 2016年、陪審裁判にて、TCSは補償的損害賠償金2.4億ドル（約250億円）、懲罰的損害賠償金7億ドル（約730億円）の支払い義務を有するとの評決。この評決を

受けて、一審は、 補償的損害賠償金1.4億ドル（約150億円）、懲罰的損害賠償金2.8億ドル（約300億円）の支払いをTCSに命じる。

【CAFC判決】 

• 補償的損害賠償金1.4億ドルの支払いをTCS社に命じる、との一審判決を認容。

• 懲罰的損害賠償金2.8億ドルは過大であるとして、懲罰的損害賠償金の見直しを地裁に求める（差し戻し）。

• 懲罰的損害賠償金2.8億ドルが過大であるとした理由として、 CAFCは、TCSの行為は極度に悪質とは言えない、TCSはEpicに物理的損害を与えていない、TCSは

他者の安全をむやみに脅かしていない、補償的損害賠償金1.4億ドルが高額であり懲罰的損害賠償金は多くて1.4億ドルである、などを判示。
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